
2022年9月8日

連合市民の会様

枚方市職員労働組合!r

執行委員長市本逸也

要請書

貴会派におかれましては、 日ごろから地方自治と住民の暮らしを擁護するために尽

力されていることに敬意を表します。

さて、私ども枚方市職員労働組合が大阪府労働委員会に救済を求めていた事件（枚

方市当局が組合事務所の明け渡しを求めたこと及び団交拒否）に関し、その救済命令

に対して､市が取消訴訟を起こしたことについて､大阪地方裁判所は昨日(9月7日）、

市の訴えを棄却する判決を言い渡しました。

府労委命令は、組合ニュースの掲載内容を通じて労働組合の活動に市当局が介入し、

組合活動全般の拠点である組合事務所の退去を迫り、また、それに関する団体交渉を

拒むなど、労働組合と組合員の権利を著しく侵害したことを厳しく断罪したものです。

また、府労委が、組合事務所の重要性を認めた点だけではなく、組合ニュースの発

行は、労働組合活動上極めて重要な役割があり、その表現活動も保障されるべきであ

ると指摘していることから、本件は全国的にも極めて介入性の高い恥ずべき不当労働

行為であるということができます。市当局が地裁判決と府労委命令を尊重し、すみや

かに事件を解決し、正常な労使関係を築くことを切に願うものです。

つきましては、市当局が地裁判決を不服として、控訴等を行おうとする場合には、

是非ともこれに反対の意思を示していただきたく心から要請いたします。

私たちはこれ以上の紛争を望んでいません。枚方市議会での慎重審議がなされるよ

う、貴会派のご尽力を重ねてお願いいたします。

以上

添付書類

． 「判決」 （写し）

． 「枚方市組合事務所事件･大阪地裁勝訴声明」

(枚方市職員労働組合・大阪自治体労働組合総連合・枚方市組合事務所事件弁護団）



枚方市組合事務所事件・大阪地裁勝訴声明

l 枚方市（伏見隆市長）は、 2018年12月27日、枚方市職員労働組合（｢市職労｣）が組合機関紙

に政権や市政を批判する記事を掲載したことを理由として、職員会館内にある組合事務所の使用

許可を取り消して、即刻退去するように通知した。

大阪府労働委員会は、 2020年11月30日、 この枚方市の対応が不当労働行為にあたるとし

て、 「今後このような行為を繰り返さないようにいたします」 との誓約書の交付を命じる等の救

済命令（｢府労委命令｣）を発出した。

枚方市がこの府労委命令の取り消しを求めていた訴訟について、本日、大阪地方裁判所第5民

事部（横田昌紀裁判長）は、枚方市の請求を棄却して、枚方市の対応が不当労働行為にあたると

する府労委命令を維持する判決を言い渡した。

2判決は、労働組合による機関紙の発行は、労働組合活動上極めて重要な役割を持っており、団

結権を保障する観点から十分な保護が必要であるとした府労委命令を前提としたうえで、 「組合

活動に関連して、表現の自由の範囲内において、一定の政治的意見を表明すること」は許容され

るとし、加えて40年以上にわたって組合事務所として使用してきたことをも考慮すると、組合

が組合事務所で政権や特定政党への批判的な記事を掲載した組合ニュースの印刷・発行したこと

を理由に組合事務所の明渡しを求めたことは、組合の弱体化やその運営・活動に対する妨害の効

果をもつとし、かつ別組合との間で使用目的制限違反を認めた場合の取扱いに差異を設けた点も

踏まえて、支配介入にあたると認めた。

また、行政財産内にある組合事務所に関する事項も、団体的労使関係の運営に関する事項に当

たるとして、団体交渉に応じなかったことは不当労働行為にあたると認めた。

3 昨今、 自治体が、 「政治的中立性」をたてに、市民団体の運動についての後援を取り消した

り、公共の場所を提供しなかったりするなど、民主主義、表現の自由を脅かす事例が後を絶たな

い。

本件も、枚方市が、市職労の機関紙の内容をチェックし、その内容が政権・市政批判など市長

の意に沿わないことを理由に組合事務所の明け渡しを求めるものであって、労働組合を嫌悪し、

露骨に労働組合の言論内容そのものに干渉するものであり、労働組合の組合活動の自由、言論の

自由の侵害そのものであって、断じて許されるものではない。

4 コロナ禍という前代未聞の難局を労使で力を合わせて対処するためにも、 これ以上市民の大切

な税金を使って控訴することは許されない。

私たちは、枚方市に対し、本判決を真筆に受け止め、控訴することなく、直ちに府労委命令を

履行し、正常な労使関係を修復することを求める。

2022年9月7日

枚方市職員労働組合

大阪自治体労働組合総連合

枚方市組合事務所事件弁護団
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令和4年9月7日判決言渡同日原本交付裁判所書記官

令和2年（行ウ）第174号救済命令取消請求事件

口頭弁論終結日令和4年6月9日

同 井 上 耕 史

同 谷 真 介

同 西 川 大 史

同 加 苅 匠

主 文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用（補助参加によって生じた費用を含む｡）は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

大阪府労働委員会が、同委員会平成31年（不）第2号及び令和元年（不） ~

第18号併合事件について、令和2年1 1月30日付けでした命令を取り消す。

第2 事案の概要

地方公共団体である原告の職員によって組織される労働団体である被告補助

参加人（以下「補助参加人」 という｡）は、原告が団体交渉の申入れに応じない

こと （①）及び組合事務所の明渡しを求めたこと （②）が不当労働行為に該当

するとして、大阪府労働委員会（処分行政庁）に対し、不当労働行為救済命令

の申立てをし、 さらに､原告が補助参加人の発行する日刊ニュース（以下「組

合ニュース」 という。）の記事の内容及び表現に対して繰り返し干渉を行ったこ

ど(③）が不当労働行為に当たるとして、処分行政庁に対し、不当労働行為救

済命令の申立てをしたところ、処分行政庁は、 これらの事件を併合した上で、

原告の、上記①が労働組合法7条2号（正当な理由のない団体交渉の拒否)、上

記②が同条3号（支配介入）の不当労働行為に当たるとして、原告に対し、団

体交渉に応じるべきこと等を命じる令和2年11月30日付け救済命令（以下

「本件救済命令」 という｡）を発した。

本件は、原告が、被告を相手として、本件救済命令の取消しを求める事案で

ある。

判 決

大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号

原 ~ 告 枚 方 市

同代表者市長 伏 見 ~ 隆

同訴訟代理人弁護士 仲 田 哲

大阪市中央区大手前二丁目1番22号

被 告 大 阪 府

同代表者兼処分行政庁 ~ 大阪府労働委員会

同委員会代表者会長 小 林 正 啓

同訴訟代理人弁護士 ．矢 倉 昌 子

同指定代理人 恵 木 ~奏

同 吉 田 章 夫

同 椎 木 央

同 小 林 奈津子

同 江 川 佳央里

大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号

~ 被告補助参加人 枚方市職員労働組合

同代表者執行委員長 市 本 逸 也

同訴訟代理人弁護士 豊 川 義 明

同 城 ~ 塚~ 健 之

同 ~ 河 村 学

同 増 田 尚

同 中 西 基
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下「目的外使用許可」 という｡）を受けて、 これを組合事務所として使用し

ている （なお、補助参加人が使用する部分は、平成26年4月以降、職員

会館1階133． 09㎡となっており、 当該使用部分を「本件物件」 とい

う｡)。 （乙A8、乙B,1~の1、弁論の全趣旨）

なお、別組合も、補助参加人と同様に、原告から目的外使用許可を受け、

職員会館の一部を組合事務所として使用している。

イ原告は、平成28年3月31日、補助参加人に対し、 「使用目的」を「組

合事務所としての利用（職員の勤務条件の維持改善及び職員の福利厚生の

活動に限る｡)」 （以下、括弧書き部分を「本件使用目的制限」 という。） と

し、 「許可の条件」を「次のいずれかに該当するときは、使用許可の全部も

しくは一部を取り消され、又は使用許可の内容を変更されることがあるこ

と。 （中略）ロ使用者が、使用許可物件を使用目的以外に使用したと認め

られるとき。」として、平成28年度の本件物件の目的外使用許可をした

（甲6，乙A5)。

本件使用目的制限は、平成27年度以前の本件物件の目的外使用許可に

は付されていなかった。

ウ原告は、平成30年12月27日、補助参加人に対し、 「枚方市職員会館

の目的外使用許可について（通知)」 と題する書面（甲3、乙A59．以下

「本件通知書」 という｡）をもって、平成28年度以降も、政権や特定政党

への批判的な記事を掲載する組合ニュースの発行を繰り返しており、 この

ような行為を繰り返す補助参加人による本件物件の使用を容認することは

できず、 しかるべき法的手続を経て、補助参加人に対する本件物件に係る

平成30年度の目的外使用許可を取り消すことになるとして、即刻、 自主

的に本件物件から退去するよう求める旨の通知（以下「本件通知」 という。）

をした（甲3，乙A59)。

エ補助参加人は、平成31年1月4日、原告に対し、要旨、下記①ないし

1 前提事実（証拠等を引用しない事実は当事者間に争いがない｡）

~ （1） 当事者等

ア原告は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「地自法」 という。）

に基づく普通地方公共団体である。

イ処分行政庁は、労働組合法（昭和24年法律第174号。以下「労組法j

という｡）に基づき設置された、不当労働行為事件の審査、労働争議のあっ

せん、調停及び仲裁等をする行政機関である。

ウ補助参加人は、原告の職員によって組織される労働団体であり、地方公

務員法（昭和25年法律第261号。以下「地公法」 という。） 52条1項

所定の職員団体である。

補助参加人の下部組織として、原告の現業部門に勤務する者等をもって

組織する補助参加人現業合同支部がある。

補助参加人の構成員は、平成31年1月31日時点で477名であり､~

その中には、地公法が適用される職員（以下「地公法適用職員」 という｡）

と地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第289号。

以下「地公労法」 という。）の規定により労組法が適用される職員（以下

「労組法適用職員」 という。）がいるが、後者の割合は同日時点で約22％

である （弁論の全趣旨)。

なお、原告には、補助参加人のほか、 自治労枚方市職員関係労働組合

（以下「別組合」 という。）がある。

（2） 補助参加人による団体交渉の申入れ等

ア補助参加人は、昭和46年2月以降、大阪府枚方市岡東町8番34号所

在の枚方市職員会館（以下「職員会館」 という｡）の一部の貸与を受け、平

成18年9月15日、職員会館が普通財産から行政財産に分類変更された

ことから、それ以降、年度ごとに地自法238条の4第7項及び枚方市公

有財産等の管理に関する規則56条の2第1項4号に基づく使用許可（以
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⑦の事項を「交渉議題」 として団体交渉に応じることを求めるとともに、

同月9日までに書面をもってその諾否を回答するよう求める旨記載した

「組合事務所使用等に関する要求書兼団体交渉申入書」 （甲14のl、乙A

60°この申入書をもってした団体交渉の申入れを「本件申入れ」 という。

また、下記①ないし⑦の事項を併せて「本件各申入事項」 といい、個別の

事項にっ'いては、その符号を付して「本件申入事項①」などという｡）を交

付した。

①平成28年度以降組合事務所の使用について、同年度より前には存在

~しなかった「職員の勤務条件の維持改善及び職員の福利厚生の活動に限

る」 との条件が付された理由を具体的に説明すること

②、労働組合が発行する機関紙の内容が「職員の勤務条件の維持改善及び

職員の福利厚生の活動」かどうかに関する原告の基準や運用を具体的に

説明した上で、原告の運用が組合活動の自由を侵害しない態様かどうか

について協議すること

③本件通知書において「平成30年度においても、政権や特定政党への．

批判的な記事を掲載する日刊ニュースの発行を繰り返しており」 とする

点について、具体的にいかなるニュースをもって許可条件に違反してい

るとするのか、具体的に説明した上で、その運用の適否について協議す

ること ’

④本件通知書において、補助参加人の組合事務所の目的外使用許可を取

り消すこととなるとして自主的退去を求めているところ、補助参加人は、

平成28年度や平成29年度においても平成30年度と同様の機関紙の

発行を行ってきたものであり~、その上で平成30年度の目的外使用許可

が出されているにもかかわらず、突然本件通知をするに至った具体的理

由について説明し、かかる原告の態度の適否について協議すること

⑤他に組合事務所を使用している他の労働組合にはなさず、補助参加人

にのみ本件通知をした理由について具体的に説明し、かかる原告の態度

の適否について協議すること

⑥組合事務所を供与しないことによる不利益の回避について具体的に説

明し､ ~協議すること

⑦平成31年1月15日までに団体交渉を開催すること

オ本件申入れに対する原告の対応

本件申入れに対し、原告は、平成31年1月9日、 「組合事務所使用等に

関する要求書兼団体交渉申入書について（回答)」 と題する書面（甲14の

2，乙A61．以下「本件回答書」 という｡）をもって、組合事務所使用等

に関する補助参加人の要求に以下のとおり回答したものの、地公法の趣旨

に照らし、団体交渉の申入れには応じられない旨を回答し、団体交渉に応

じなかった（以下、原告が団体交渉に応じなかったことを「本件不応答」

という。)。

(ｱ)本件申入事項①、②について

平成28年度以降の目的外使用許可において本件使用目的制限が付さ

~ れた趣旨及び使用目的に係る基準等については、平成28年5月31日

付け「職員会館における組合事務所使用について」 と題する書面（甲1

3，乙A9．以下「本件総務部文書」 という｡）のとおりである。

(ｲ）本件申入事項③について

平成30年4月12日、同年8月15日及び同年9月12日付け組合

ニュース（乙A62～64)における政権を批判する部分である。

(ｳ）本件申入事項④について

本件通知に至った具体的理由は、本件通知書記載のとおりである。

㈲本件申入事項⑤

これまでから公平な対応を行っている。

(ｵ）本件申入事項⑥
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を提起した（当裁判所に顕著な事実)。

（5） 本件に関連する法令の定め

本件に関連する法令の定めは、別紙2 「本件に関連する法律及び条例一覧」

記載のとおりである。

2争点

（1） 補助参加人に本件各申立ての申立人適格があるか（争点~1）

（2） 本件不応答が正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか（労組法7条2

号関係） （争点2）

（3） 原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求めたことが支配介入に当

たるか（労組法7条3号関係） （争点3）

3 争点に関する当事者の主張

（1） 争点1 （補助参加人に本件各申立ての申立人適格があるか）について

（被告の主張）

‘ ア補助参加人は、加入する地公法適用職員及び労組法適用職員の双方を含

むいわゆる混合組合であり、その人数割合にかかわらず、労組法適用職員

に関する問題については、労組法上の労働組合であり、労働組合性が肯定

される。 したがって、補助参加人には、本件各申立ての申立人適格がある。

イ補助参加人には課長代理が在籍しているが、課長代理は、課長不在時の

代決権限や、所属職員の週休日の振替、時間外勤務命令、有給休暇の承認

程度の職務内容の権限を有するにすぎず､ ~労組法2条ただし書1号にいう

「監督的地位にある労働者」ないし「使用者の利益を代表する者」には当

たらない。

（補助参加人の主張）

ア地方公務員も憲法28条にいう 「勤労者」であり、かかる地方公務員等

によって組織された混合組合も、その構成員の労働条件の維持改善その他

経済的地位の向上を図ることを目的とする団体であるから、実質的には労

本件通知は、本件使用目的制限に関し、本件通知書記載の経緯を踏ま

え判断したものである。

物） 本件申入事項⑦

地公法の趣旨に照らし、交渉には応じられない。

(3) 本件救済命令について

ア補助参加人は、平成31年1月18日、処分行政庁に対し、本件通知が

支配介入に当たり、本件不応答が団体交渉拒否に該当するとして、不当労

働行為救済命令の申立て（大阪府労働委員会平成31年（不）第2号事件。

以下「本件申立て①」 という｡）をした。

また、補助参加人は､~令和元年7月8日、処分行政庁に対し、原告が組

合ニュースの記事の内容及び表現に対し繰り返し干渉を行ったことが支配

介入に当たるとして、不当労働行為救済命令申立て（大阪府労働委員会令

和元年（不）第18号事件。以下「本件申立て②」 という。）をした。本件

申立て②は、本件申立て①と併合された（以下、本件申立て①と本件申立

て②を併せて、 「本件各申立て」 という｡)。

イ本件救済命令の主文

処分行政庁は、令和2年11月30日、本件各申立てに基づき、本件救

済命令を発した。

本件救済命令に係る命令書に記載された主文は、別紙1の1 「本件救済

命令主文」記載のとおりである。なお、引用に係る同主文中の「被申立人」

は原告を、 「申立人」は補助参加人をそれぞれ指す。

ウ本件救済命令の理由（要旨）

本件救済命令の理由（要旨）は、別紙1の2 「本件救済命令の理由~ (要

旨)」のとおりである。

(4) 本件訴えの提起

原告は、令和2年12月25日、本件救済命令の取消しを求める本件訴え
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働組合としての性格を有している。 もっとも､~一般職の地方公務員につい

ては、その職務の性質に鑑み、例外として労組法の適用が排除されている

にすぎない。本件では、補助参加人に対する団体交渉の拒否及び組合ニュ

ースの記載内容を理由に組合事務所の明渡しを求める行為等の不当労働行

為性が問題となっているから、補助参加人は、労組法適用職員に関する問

題として、本件各申立ての申立人適格がある。

イ被告の主張イに同じ。

ウ補助参加人は、政治活動を主たる目的とする団体ではなく、労働者が主

体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図るこ

とを主たる目的として組織する団体である （労組法2条柱書)。補助参加人

の活動には政治的活動も含まれているが、 ~これは、労働条件の維持改善そ

の他労働者の経済的地位の向上のために必要な活動である。

（原告の主張）

ア労働者の労働団体の結成において、民間企業の労働者は､~労組法におい

て「労働組合」を組織することができるが、公営企業や単純労務に従事す

る職員を除く地方公務員については、地公法52条3項により同条1項の

「職員団体」を組織することができるとされており、民間企業の労働者と

地方公務員との間に団結権の取扱いについて差異が設けられている。補助

参加人には、地公法適用職員のほか、労組法適用職員が在籍しているが、

その大半は一般職の地公法適用職員である。それにもかかわらず、労組法

が適用される職員がその構成員（組合員）の一部にいるからといって、補

助参加人に労組法の適用を認めることは、地公法の規定による団結権の制

限を没却させ、ひいては、地方公務員の地位に着目して地公法を定立して

いる意味を失わせる。

したがって、その構成員(組合員）の大半が一般職の地方公務員である

補助参加人は、労組法上の労働組合ではない。

イ補助参加人には、令和2年8月1日時点で、原告において管理職手当の

対象となり、時間外勤務手当の支給の対象とならない「課長代理」の職に

ある職員が14名加入している。これらの職員は、課長の不在時に課長の

権限を代決する権限を付与されており、 このうち7名は、通常、課長の権

限とされている所属職員の週休日の振替や時間外勤務の命令権及び有給休

暇の承認権を常時行使する権限も併せて付与されている。加えて、課長代

理は、所属職員の評価や昇格に関与しており、人事管理を通じ、所属職員

の地位・身分に変更をもたらす権限の一端を有している。 ~

これらの事情からすると、課長代理は、労組法2条ただし書1号にいう

「監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者」に該当する

から、 これらの者を構成員とする補助参加人は労組法上の労働組合ではな

い。

ウ労働組合は、勤務労働条件の維持改善を主目的に組織されたものであり、

政治的活動を主目的とする団体は、政治団体であり、労働組合になり得な

い。補助参加人は、政治的活動を主目的に活動しているから、労組法上の

労働組合には当たらない。

エ以上より、補助参加人は、労組法上の労働組合ではなく、本件各申立て

の申立人適格を有しない。

(2) 争点2 （本件不応答が正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか（労組

法7条2号関係)）について

（被告の主張）

行政財産である職員会館の目的外使用を許可するか否かの判断は、管理運

営事項に当たる。 もっとも、管理運営事項と職員の労働条件等に関連する事

項は、表裏の関係に立つ~ことが少なくなく、労働者の団結権及び団体交渉権

を認めた憲法の趣旨に照らすと、団体的労使関係に関する事項は、管理運営

事項そのものでない限り、原則として義務的団交事項となると解するのが相
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に当たることは明らかである。

したがって、本件各申入事項は、いずれも管理運営事項に関わるものであ

り、団体交渉の対象とはならず、原告の本件不応答は適法である。

(3) 争点3 （原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求めたことが支配

介入に当たるか（労組法7条3号関係)）について

（被告の主張）

ア原告の補助参加人に対する本件物件の明渡請求は、補助参加人の組合活

動を萎縮、弱体化させるものである。

イ原告は、少なくとも本件通知により、補助参加人を弱体化することを容

易に認識し得た。

ウ したがって、原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求めたこと

は、支配介入に当たる。

（補助参加人の主張）

ア原告の市長は、市長就任前の市議時代から労働組合を強く嫌悪しており

補助参加人が平成28年3月25日に「戦争法の廃止を求める統一署名」

活動を行ったことについて、補助参加人に対し、職員団体として常に節度

当である。 しかるに、本件各申入事項は、いずれも管理運営事項そのもので

はないから、義務的団交事項に当たる。

したがって、原告の本件不応答は団体交渉の拒否に当たる。

（補助参加人の主張）

本件各申入事項は、いずれも管理運営事項に該当しないから、義務的団交

事項に当たる。 したがって、本件不応答は、不当労働行為に当たる。

（原告の主張）

地公法55条3項及び地公労法7条ただし書において、管理運営事項が職

員団体との交渉又は労働組合との団体交渉の対象事項から除外されているの

は、管理運営事項は、法令の規定に基づき、地方公共団体の機関が住民の負

託を受けて専ら自己の責任において処理・執行するよう定められているから

であり、管理運営事項を職員団体（労働組合） と交渉（団体交渉） して遂行

することになると、行政責任の原則や法治主義に基づく行政権限の分配の原

則を乱すことはもとより、行政上の責任を職員団体（労働組合） と分かち合

うことになり、ひいては、職員団体（労働組合）が行政に介入するという、

本来の使命を逸脱した行為を認めることになりかねないからである。

このような趣旨から、管理運営事項とは、地方公共団体の機関がその職務

や権限として行う地方公共団体の事務の処理に関する事項であって、法令、

条例、規則その他の規程や議会の議決に基づき、地方公共団体の機関が自ら

の判断と責任において処理すべき事項をいい、 これには、財産又は公の施設

の取得・管理及び処分に関する事項が含まれる。

~本件通知は、本件物件の目的外使用許可に関し、補助参加人に本件使用目

的制限に違反する行為があったとして、職員会館の適正な管理を図るため、

地自法238条の4第9項に基づき、その取消手続に入ることを予告し、 自

主的な退去を促すものである。 これは、地方公共団体である原告の責任にお

いてされるべき財産管理上の権限の行使にほかならないから、管理運営事項

5
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15

ある活動を求めるとして、 自粛を要請し、補助参加人の活動に支配介入し、

平成28年度の組合事務所の使用許可申請に際し、従前にはなかった本件

使用目的制限を付し、平成30年4月以降、継続的に組合ニュースの特定

の記事について掲載しないよう干渉した。これらの事情を踏まえると、原

告は、その市長の意に沿わない言論活動をした補助参加人を抑圧するため

に、補助参加人に対し、組合活動の拠点となる本件物件の明渡しを求めた

のであり、 これは支配介入に当たるj

イ地方公共団体の職員で構成される労働組合（職員団体）の事務所は、地

方公共団体の庁舎等行政財産の中に確保されることが大半である。 この場

合、行政財産の管理の問題と団結権保障の問題とは交錯し合っていること

20

20

25
｡買
上u

12
11



｡ ● ｡ ■●

● ■ ● ● ■ o b
● c ● ｡●

｡ ● ｡ ● ●●●

● ｡

｡ ● ■ ●▲

が多く、その場合、両者が優先劣後の関係にあるわけではなく、行政財産

の管理の問題と団結権保障の問題とはどちらかが常に優先し、 どちらかが

常に劣後するというような関係にあるものではなく、合理的に調整される

べき問題である。

ウ原告は、補助参加人と同様の記事を機関紙に掲載している別組合に対し

ては口頭注意しかせず、組合事務所の明渡しも求めないという合理的に説

明不能な差別的取扱いをしている。

（原告の主張）

ア支配介入の不当労働行為が成立するためには、不当労働行為意思が必要

である。原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求めたのは、原告

において補助参加人の弱体化・反組合的な結果を認識・意図したものでは

なく、飽くまで原告における行政財産の管理上の必要性からなされたもの

であり、不当労働行為意思はない。

イ補助参加人による本件物件の使用は、 目的外使用許可という行政処分に

基づくものであり、 この許可に付される条件は、行政処分の附款である。

本件救済命令は、補助参加人が使用目的以外の用途に用いたと確認したと

き、使用許可の取消手続をすることに手続上の問題があるとはいえないと

しながらも、組合事務所の明渡しは、労働組合の活動や運営に少なからぬ

影響を与える可能性があるから、不利益を与えてもなお明渡しを求めざる

を得ない相当な理由が必要であるとして、行政財産の管理よりも組合活動

を優先させており、原告の行政財産の管理権限を不当に侵害するものであ

る。

ウ原告は、別組合に対しても、平成28年5月31日付け「職員会館にお

ける組合事務所使用について」 と題する書面（乙A9) を交付するととも

に、別組合が発行する機関紙において本件使用目的制限違反が疑われる記

事の掲載があった場合には、 口頭で説明を求めたり、注意をしたりしてい

た。すなわち、原告は、別組合に対しても、補助参加人と同様の態度で臨

んでおり、両者の間で合理的理由のない差別的取扱いをしたことはない。

3 当裁判所の判断~

1 認定事実~

前記前提事実、後掲各証拠（書証は枝番を含む｡）及び弁論の全趣旨によれば、

以下の事実が認められる。

（1） 補助参加人の構成等

補助参加人には、地公法適用職員と労組法適用職員が在籍しているところ、

令和2年8月1日時点で、管理職員である課長代理14名が加入しており、

そのうち7名は、保育施設の長である課長代理（統括課長代理）である。

課長代理は、課長の不在時における代決権は付与されているが、通常、人

事事項に関する専決権は付与されておらず、保育施設の長である課長代理

（統括課長代理）は、課長の不在時における代決権のほか、人事事項のうち、

所属職員の週休日の振替、時間外勤務命令、有給休暇の承認権等の専決権を

付与されている。 （甲4，弁論の全趣旨）

(2) 補助参加人の組合事務所として職員会館の使用等

ア補助参加人は、昭和46年2月以降、職員会館の一部（平成26年4月

以降は本件物件）の貸与を受け、平成18年9月以降、 目的外使用許可を

受けて、 これを組合事務所として使用している （前提事契2)ア)。

イ原告と補助参加人現業合同支部は、平成22年4月1日、労働協約書

（甲15の1）を取り交わし、団体交渉の実施の細目について別に協定す

ることとし （2条2項)、同日、団体交渉の実施の細目に関する協定（甲1

5の2） を取り交わし、地公労法7条ただし書に規定する管理運営に関す

る事項が労働条件と関連を有する場合には、その限りにおいて交渉の範囲

とするものとすることとした（2条2項)。

ウ原告は、昭和46年から平成26年3月31日･まで、職員会館のうち本
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これに対して、原告は、 5月23日付けで、補助参加人に対し、地公法

の趣旨に照らし、上記要求には応じられず、 目的外使用許可に関する説明

について必要に応じて行う旨を回答した（乙A7)。

エ原告の総務部は、補助参加人に対し、 5月31日付け本件総務部文書を

もって、①平成28年度の本件物件の目的外使用許可において本件使用目

的制限を付した趣旨、②本件使用目的制限に含まない活動として「原告職

員の勤務労働条件等と密接に関連付けられるとの解釈が困難な政治的活動」

とすること （機関紙の記事の掲載内容についても同様） 【具体例】選挙応

援・演説会や署名活動・デモの企画・準備等、機関紙の掲載内容について

は、⑦法案に対する是非のうち、その法が原告職員の勤務労働条件等と密

接に関連付けることが困難なもの【具体例】戦争法座上、 TPP断固阻止、

⑦特定の個人や政党を名指しで批判するもの【具体例】安倍政権打倒、維

新政治屋並について、団体としての明確な意思表示を行った場合とするこ

と （『○○については議論が必要』などの表現は社会的活動の範囲内とし、

政治的活動には含まない｡） （これらの基準を、以下「原告総務部基準｣~ と

いう｡)、③本件使用目的制限以外の目的で使用した疑いがあると原告が認

める場合、その活動が使用目的に合致するものであるかなどについて、文

書による説明を求めるための通知を行い、説明文を受け審理し、 目的外使

用があったと認められる場合には文書による改善要請を行うことなどを通

知した。 ,

オ原告は、 7月から12月までの間、補助参加人に対し、毎月 （合計6回)、

「枚方市行政財産における活動について（依頼)」 と題する書面をもって、

機関紙（組合ニュース）の発行日及び記事内容を具体的に特定した上、そ

の内容に本件使用目的制限による使用目的に含まれない可能性のある記事

， があり、本ｲ牛物件においてかかる活動を行うことが本件使用目的制限に合

致するものであるかを確認する必要があるとして、文書で説明を求める旨

件物件の使用料を免除する運用をし、補助参加人は、上記期間中、本件物

件を無償で使用していた。原告は、補助参加人に対し、平成26年3月3

1日付けで平成26年度の上記使用料を徴収する処分をし、平成27年3

月27日付けで、平成27年度の上記使用料を徴収する処分をした。

補助参加人は、当庁に上記各処分の取消しを求める訴訟を提起し（平成

26年（行ウ）第196号事件、平成27年（行ウ）第319号事件)、当

庁は、平成28年3月28日、補助参加人の請求をいずれも棄却する判決

を言い渡し、同判決は確定した。補助参加人は、その後、上記使用料を支

払った。

（乙B1の1 ． 2、弁論の全趣旨）

(3) 平成28年度の本件物件の目的外使用許可に関する経緯等（この項は特記

しない限り平成28年の出来事であり、 月日のみ記載する｡）

ア原告は、 3月25日、補助参加人に対し、補助参加人が同月に「戦争法

の廃止を求める統一署名のお願い」 と題するビラを用いて行った活動に関

連して、活動対象とした複数地域の住民及び－部の市議会議員から、原告

の職員団体として適正な活動かどうか疑念の声が原告に寄せられたとして、

上記活動内容の一部について市民目線の観点から不適切であり、公務労働

を前提に構成された職員団体として常に節度ある活動を求めるべく要請す

る旨の要請書（乙A2)を交付した。

イ本件使用目的制限は、平成27年度以前までの本件物件の目的外使用許

可には付されていなかった｡~ しかるに、原告は、 3月31日く補助参加人

に対し、本件使用目的制限を付して、平成28年度の本件物件の目的外使

用許可をした（前提事実(2)イ)。

ウ補助参加人は、 4月22日、原告に対し、本件使用目的制限は不当であ

るとして､ ･組合事務所使用等に関する労使交渉を行うこと等を求めた（乙

A6)。
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（通知)」 と題する書面（乙A47)をもって、本件物件の目的外使用許可

に即した適切な使用がされるものと理解していたが、同月19日付け組合

ニュースに掲載された記事の内容（｢｢共謀罪法案」の採決強行に怒り」 と

の見出し）が本件使用目的制限及び原告総務部基準等において示した事項

から大きく外れており、原告と補助参加人双方で積み上げてきた本件物件

の使用に関する確認内容を根底から覆すものであり、到底承服できるもの~

ではないとして、いかなる理由によってこのような事態が生じているのか

について、文書で報告するよう求めた。 （乙A47～50)

これに対して、補助参加人は、 7月11日、 「組合事務所使用についての

回答」 と題する書面（乙A51)をもって、 「共謀罪法」は窓意的運用がな

される危険性が高く、労働組合運動を抑圧しかねないことが広く指摘され

ているところであり、市職員の勤務条件に深く関わる課題だと認識してい

ること、再三再四組合事務所使用について団体交渉の開催を求めていたが、

原告がこれを拒否しながら、組合ニュースの内容が承服できないとして、

組合事務所退去をほのめかして圧力を加えることは断じて許されないもの

であり、強く抗議することなどと回答した。

ウ原告は、 7月19日付け「枚方市職員会館の目的外使用許可について」 ‘

と題する書面（乙A52)をもって、同月12日付け組合ニュースについ

て、問題の本質が補助参加人が目的外使用許可の条件を遵守しないことに

あるにもかかわらず､ ~原告が組合ニュースの内容に干渉していると捉えら

れるような記事となっており、一方的で誤った認識を組合員に抱かせるこ

とは著しく公正性を欠くものであり、原告として、到底承服できない旨を

通知した。 （乙A52， 53)

さらに、原告は、 8月8日付け「枚方市職員会館の使用許可条件以外の

使用について（通知)」 と題する書面（乙A54)をもって、補助参加人が

7月20日付け及び同月24日付け組合ニュースにおいて、重ねて政権へ

を依頼した。

これに対して、補助参加人は、上記期間中、毎月 （合計6回)、原告に対

し、 「組合事務所使用について」 と題する書面をもって、団体交渉を求める

とともに、いずれも職員の勤務条件や福利厚生に深く関わる内容であるな

どと回答し、原告の市長が補助参加人の機関紙の内容に干渉することは憲

法21条の表現の自由を著しく脅かすものと考える旨を通知した。 ~

（乙A10～39)

~ 力原告は、 12月26日、 「枚方市行政財産における活動に関する改善につ

いて（要請)」 と題する書面（乙A40)をもって、上記オのとおり原告が

補助参加人に対して説明を求めた活動について、補助参加人からの回答内

容を考慮しても、本件使用目的制限による使用目的に含まれないものと認

識せざるを得ず、同様の状況が続くのであれば、本件物件の使用について

是認できるものではないとして、早急に是正するよう要請した。

キ原告は、平成29年2月20日、 「枚方市行政財産における活動に関する

改善について（警告)」 と題する書面（乙A41)をもって、補助参加人が

行った同月6日、同月7日及び同月13日付け組合ニュースの掲載内容に

係る活動について、本件使用目的制限による使用目的に含まれないと認識

せざるを得ず、改めて是正するよう警告し、改善されない場合には、本件

物件の目的外使用について許可することが困難である旨を通知した。

(4) 平成29年度の本件物件の目的外使用許可に関する経緯等（この項は特記

しない限り平成29年の出来事であり、 月日のみ記載する｡）

ア原告は、 3月27日、補助参加人に対し、本件使用目的制限を付した上

で、平成29年度の本件物件の目的外使用許可をした。 これに対して、補

助参加人は、 4月4日、 「組合事務所使用等に関する要求書」をもって、原

告に対し、本件使用目的制限の撤回を要求した。 （乙A45， 46)

イ原告は、 6月29日付け~｢枚方市職員会館の目的外使用許可について
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「本日、終戦記念日 再び戦争の惨禍を繰り返さないために」 との見

~ 出しの記事に「現政府は立憲主義を踏み破り、集団的自衛権行使を容認

する閣議決定と安保法制＝戦争法を強行し､~アメリカとともに海外で戦

争する国づくりに大きく踏み出しています｡」 との記載

（ｳ） 9月12日付け

「基地に頼らない「誇りある豊かな沖縄」を」 との見出しの記事に、

沖縄県知事選挙の候補者名を記載し、同人に関する記述として、 「沖縄県

民の総意を踏みにじって新基地建設を強行する中央政権の言いなり」 と

の記載

ウ原告の総務部職員課長及び管理職職員は、前記イの組合ニュースの発行

日又はその翌日、組合事務所に架電又は訪問した（乙A90、乙C20)。

エ補助参加人は、 1 ’0月9日付けで、 「休む権利の本音と建前～働く現場か

ら」 との見出しにおいて、 「安倍政権による「働き方改革」は、経済成長と

生産性向上が目的であり」 との記事内容の組合ニュースを発行した。原告

の総務部長らは、同月11日、組合事務所を訪問し、その際、補助参加人

の役員に対し、政権・政党批判や、労働条件に関係が薄い法案に関する記

事の掲載を遠慮してほしい旨を述べた。

これに対して、補助参加人の役員は、微妙な表現もあり、原告総務部基

~ 準があいまいであり、今後も引き続きできる範囲で工夫を行う旨を述べた。

（乙A84、丙1， 2)

(6) 本件各申立てに至る経緯等（この項は特記しない限り平成31年又は令和

元年の出来事であり、月日のみ記載する｡）

ア原告は、平成30年12月27日、補助参加人に対し、本件通知をした

ところ、補助参加人は、 1月4日、原告に対し、本件申入れをした。 これ

に対して、原告は、 1月9日、本件回答書をもって回答し、本件申入れに

ついて本件不応答をした。 （前提事実(2)ウエオ）

の批判的な記事を掲載したとして、改めて本件物件の使用に際して本件使

用目的制限を遵守するよう強く求めるとともに、今後の補助参加人の対応

によっては、原告が補助参加人に対して即時退去を求める、あるいは、次

~ 年度の使用を認めない等の措置をとることになったとしても、その責任は

原告にない旨を通知した。 （乙A54～56)

これに対して、補助参加人は、 8月24日付け「組合事務所使用につい

ての回答」 と題する書面（乙A57) をもって、組合事務所使用に関して

交渉開催に応じるよう重ねて求めること、原告が定めた本件使用目的制限

を所与の前提とする態度に終始していることは著しく誠実さと公正さを欠

くものであること、本件使用目的制限を前提としても補助参加人は何ら条

件に反する活動はしていないことなどと回答した。

(5) 平成30年度の本件物件の目的外使用許可に関する経緯等（この項は特記

しない限り平成30年の出来事であり、月日のみ記載する｡）

ア原告は、 2月2日、補助参加人に対し、本件目的使用制限を付して平成

30年度の本件物件の目的外使用許可をした（甲7，乙A58)。

~イ補助参加人は、 4月12日、 8月15日、 9月12日、同月13日、同

月14日、同月18日、同月19日及び同月20日付けで、組合ニュース

を発行した。このうち、 4月12日付け、 8月15日付け及び9月12日

付け各組合ニュースには、以下の記載がある。 もっとも、その記載は、各

~ 紙面を4段に分割して数行程度であり、各紙面全体に占める割合は1割に

も満たないものであった。 （乙A62～64， 79～83)

（ｱ） 4月12日付け

「憲法が社会の隅々まで輝く日本をつくろう」 との見出しの記事に

「現政権による 「国家権力と国有財産の私物化、政治の腐敗、三権分立

と民主主義の破壊」の実態が次々と暴露され」 との記載

（ｲ） 8月15日付け
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イ補助参加人は、処分行政庁に対し、 1月18日、本件申立て①をし、 7

月8日、本件申立て②をした（前提事実(3)ア)。

ウ原告は、 3月29日、補助参加人に対し、本件使用目的制限について認

識の有無を確認したところ、補助参加人から認識している旨の回答があっ

たことから、平成31年度の本件物件の目的外使用許可をし、令和2年3

月27日、令和2年度の本件物件の目的外使用許可をした（甲8， 9， 1

1の1 ． 2， 12の1 ． 2，乙A87)。

(7) 原告の別組合に対する対応等

ア原告は、別組合に対しても本件総務部文書を交付し、別組合が発行する

機関紙において本件使用目的制限違反が疑われる記事が平成28年度には

3件（甲16の1～3）、平成29年度には8件（甲17の1～8）、平成

30年度には3件（甲18の1～3）あったことから、別組合に確認の上、

以下の内容について本件使用目的制限に違反すると判断し、別組合に対し

て口頭で注意した（弁論の全趣旨)。

（ｱ） 平成28年度

「大阪市を巡る動向に危倶」中の記載（甲16の3）

（ｲ） 平成29年度

① 「5 ． 3おおさか総がかり集会」中の記載（甲17の2）

② 「共謀罪法案がヤマ場」中の記載（甲17の5，乙A67)

③ 「大阪府・市「法定協議会設置議案可決』民意を軽んじ、ないがし

ろにするもの」中の記載（甲17の7，乙A68)

④ 「安倍一強政治は継続しており、 2020年での憲法改正等に向け

て、民意軽視の国会・政治運営の継続は明白であり、安倍政権の暴走

を許さない世論形成が不可欠となっています。また、大阪においては、

2015年5月の住民投票で否決された大阪市廃止・分割構想（いわ

ゆる「大阪都構想｣）を再び目論んでいる動きもあり、民意をないがし

ろにする議論の蒸し返しを許さない取り組みが求められています」 と

の記載（甲17の8）

（ｳ） 平成30年度

~① 「職員労組の平和行動平和憲法を守る取り組み」中の記載（甲1

8の1、乙A72)

② 「輝け憲法！ともに生きる社会を1 1 1 ． 3おおさか総がかり集会」

中の記載（甲18の2）

③ ~ ｢米軍基地建設に関する住民投票圧倒的多数が埋立て反対基地

問題は日本全体の問題｣~中の記載（甲18の3，乙A74)

イ原告は、令和3年10月26日、 「枚方市職員会館の目的外使用許可につ

いて（通知)」 と題する書面をもって、別組合が発行した同月22日付け機

関紙のうち、推薦を決定した候補者を紹介する記事において、 「比例は立憲

民主党へ」 という部分が明らかに原告総務部基準の範囲を超えるものであ

るとして、別組合に対し、書面により厳重注意をした（甲19の1 ． 2)。

ウ原告は、現在に至るまで、別組合に対し、組合事務所の明渡しを求めて

いない（弁論の全趣旨)。

2争点1 （補助参加人に本件各申立ての申立人適格があるか）について

（1） 前提事実(1)ウのとおり、補助参加人は、原告の職員によって組織される労

働団体であって、地公法52条1項所定の職員団体であるところ、その構成

員には地公法適用職員と労組法適用職員の双方が含まれている。

そして、地公法適用職員と労組法適用職員の双方によって構成されるいわ

ゆる混合組合については、その構成員に対して適用される法律の区別に従い、

地公法上の職員団体と労組法上の労働組合の複合的な性格を有しており、労

組法適用職員に関する事項に関しては労組法上の労働組合に該当するものと

解するのが相当であり、その限りにおいて、混合組合は、不当労働行為救済

命令の申立人適格を有するというべきである。
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相当である。

これを本件についてみると、認定事実(1)によると、補助参加人には、管

理職員である課長代理14名（うち7名は保育施設の長（統括課長代理）

である｡）が加入しているところ、課長代理は、課長の不在時における代決

権は付与されているが、通常、人事事項に関する専決権は付与されておら

ず、保育施設の長である課長代理（統括課長代理）は、人事事項のうち、

所属職員の週休日の振替、時間外勤務命令、有給休暇の承認権等の専決権

が付与されているにすぎないことが認められる。 このような課長代理の地

位や職務権限に照らすと、課長代理は、その加入が労働組合の自主性を損

なうような職務上の地位にあるとはいえず、労組法2条ただし書1号にい

う 「監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者」には該当

しないというべきである。

なお、原告は、課長代理は、所属職員の評価や昇格に関与しており、人

事管理を通じて、所属職員の地位・身分に変更をもたらす権限の一端を有

していると主張するが、その関与の態様が明らかでなく、課長代理が所属

職員の評価や昇格を決定する権限を有していたことを認めるに足りる証拠

はない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 ~

ウ前記第2の3(1)の原告の主張ウについて

原告は、本件申立て①の申立書（乙C1)において、補助参加人が「伏

見市長は、 自治体職員を構成する職員団体は、職員の勤務労働条件の維持

改善を「主たる目的」 としなければならず、それ以外の「社会的、文化的、

政治的活動等」は「従たる目的」であるという、独自の見解に基づき、 と

りわけ、申立人ないし申立人が参加する運動団体が行う憲法擁護運動や平

和運動は申立人の「従たる目的」であるからとかこつけて、 「抑制的である

べきであるという主張を始めた｣」 と主張したことをもって、補助参加人が

そうすると、補助参加人は、本件各申立ての申立人適格を有するというべ

きである。

(2)~ 原告の主張の検討~

ア前記第2の3(1)の原告の主張アについて

地公法及び地公労法は、いわゆる混合組合について、 これを禁止する明

文の規定を置いていないところ、地公法55条3項及び地公労法7条は、

管理運営事項に関する事項は団体交渉の対象とすることはできない旨規定

しており、 これに反するときは団体交渉を打ち切るこ~とができること （地

公法55条7項参照）を踏まえると、補助参加人に労組法の適用を認めた

としても、地公法の規定による団結権の制限を没却させるとか、地方公務

員の地位に着目して地公法を定立している意味を失わせることになるとは

いえない。

また、いわゆる混合組合について、在籍する労組法適用職員が少数だか

らといって、労組法による不当労働行為救済制度による救済等が及ばなく

なることは相当とはいえないし、組合員の構成比率は、組合員の加入・脱

退等によって随時変動するのであり、このような組合員の構成比率によっ

て労組法適用職員について不当労働行為救済制度に関与しうる地位の存否

が左右されることは、法的安定性や手続的明確性の観点からも疑義がある

ものといわざるを得ない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

イ前記第2の3(1)の原告の主張イについて

労組法2条ただし書1号が「監督的地位にある労働者その他使用者の利

益を代表する者」の参加を許すものを「労働組合」から除外しているのは、
. l

労働組合の自主性を確保する趣旨であり、かかる趣旨からすれば、 「監督的

地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者」とは、その加入が労

働組合の自主性を損なうような職務上の地位にある者をいうと解するのが

５５
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政治団体であることの根拠とする。

しかしながら、補助参加人の上記記載の趣旨は、補助参加人の活動を

「主たる目的」 と 「従たる目的」に分けた上で、 「従たる目的」に属する活

動が抑制的であるべきとする原告の市長の主張を否認するものと解される

のであり、上記記載から直ちに補助参加人が政治活動を主たる目的とする

団体であると認めることはできない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

（3） 小括

以上によれば、補助参加人には本件各申立ての申立人適格がある。

3 争点2 （本件不応答が正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか（労組法

7条2号関係)）について

（1） 憲法28条及び労組法7条2項によって労働者に団体交渉権が保障された

目的やその趣旨に照らすと、労働者の労働条件その他の待遇に関して団体交

渉のほか、 これを円滑に行うための基盤とな．る事項についてもその保障の趣

旨が及び得るというべきであり、労組法により、使用者が団体交渉を行うこ

とを義務づけられている義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた労働者

の団体の構成員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係

の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものをいうと解するのが

相当である。

これを本件についてみると、本件各申入事項は、いずれも補助参加人が便

宜供与の一種として原告から目的外使用許可を受けて使用していた組合事務

所である本件物件の使用に関するものであり、 このような組合活動に関する

便宜供与やそのルールに関する事項も団体的労使関係の運営に関する事項に

当たるというべきである。そして、前提事実(2)エのとおり、本件申入事項①

～⑥は、本件使用目的制限を付した理由、本件使用目的制限に関する原告の

基準や運用、原告が補助参加人に本件使用目的制限違反があると判断した理

由、本件通知をするに至った理由、補助参加人に対してのみ本件通知をした

理由、組合事務所を供与しない場合の善後策等について具体的な説明や協議

を求めるものであって、いずれも本件使用目的制限や目的外使用許可の取消

しという行政処分（又はその方針）の撤回自体を求めるものではなく、地方

公共団体の当局が自らの責任と権限によって執行すべき行政上の管理運営事

項（地公法55条3項、地公労法7条ただし書）について協議を求めるもの

ではない。

そうすると、本件各申入事項はいずれも義務的団交事項に当たり、原告が

本件申入れを拒否したことに正当な理由はなかったというべきであるから、

本件不応答は正当な理由のない団体交渉の拒否（労組法7条2号)に当たる

というべきである。

（2） 前記第2の3(2)の原告の主張について ~

原告は、本件各申入事項がいずれも管理運営事項に当たることを前提する

が、上記(1)説示のとおり、本件各申入事項は、管理運営事項に当たらず、義

務的団交事項に当たるから、原告の上記主張は採用することができない。

（3） 小括

以上によれば、本件不応答は、正当な理由のない団体交渉の拒否（労組法

7条2号）に当たる。

4 争点3 （原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求めたことが支配介

入に当たるか（労組法7条3号関係)）について

(1) 前提事実(2)アのとおり、原告は、昭和46年2月以降、 40年以上にわた

り、補助参加人に対し、職員会館の一部を貸与し又は目的外使用許可をする

ことによって組合事務所としての使用を認めている。 これは、原告の補助参

加人に対する便宜供与の一種であり､ これに応じるか否かは、原則として原

告の裁量に委ねられている。 もっとも、いったんかかる便宜供与がされた以

上、 これを前提に補助参加人の活動や運営が行われることになるのであり、
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理由として、直ちに補助参加人に対し、本件物件の明渡しを求め得るという

のは、補助参加人の不利益が余りにも大きいというべきであって、原告が補

助参加人に対して組合事務所退去による不利益を与えて‘もなお本件物件の明

渡しを求めざるを得ない相当な理由があったとはいい難い。

また、手続的配慮についてみても、原告は、即刻退去を求めるものの、本

件各申入事項が義務的団交事項に当たるにもかかわらず、本件申入れに係る

団体交渉を拒否した上、本件各申入事項と同様の要求事項についても、簡潔

に回答したのみであり、原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求め

る理由について具体的な説明をしないばかりか、代替措置等についても協議

していないこと （前提事実(2)ウエオ）からすれば、原告の補助参加人に対す

る手続的配慮は極めて不十分なものであったといわざるを得ない｡

さらに、別組合はく補助参加人と同様、原告から目的外使用許可を受けて、

職員会館の一部を組合事務所と~して使用しているところ、原告は、平成28

年から平成30年までの問に別組合が発行した組合ニュースの記事内容(8

件）が本件使用目的制限違反であると判断しながら、別組合に対しては現在

に至るまで組合事務所の明渡しを求めていないこと （認定事実(7)アウ）から

すると、補助参加人と別組合との間で本件使用目的制限違反があった場合の

取扱いに差異があることも否定し難い。

これらの事情に加え、補助参加人が§昭和46年2月以降、 40年以上に

わたって職員会館の一部を組合事務所として使用してきたことをも考慮する

と、原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求めることは、補助参加

人の弱体化やその運営・活動に対する妨害の効果を持つものといえ、原告は

そのことを認識し又は容易に認識し得たというべきであるから、かかる行為

は、補助参加人に対する支配介入（労組法7条3号）に当たるというべきで

ある。

(2)原告の主張について

組合事務所が組合活動の基盤であって、その明渡しを求めることが補助参加

人の活動や運営に重大な影響を及ぼすと考えられることに照らすと、原告が

補助参加人に対して目的外使用許可を取り消して本件物件の明渡しを求める

に当たっては、補助参加人に対して組合事務所の退去による不利益を与えて

もなお明渡しを求めざるを得ない相当な理由があることが必要であり、かつ、

明渡しを求めるに当たっては、補助参加人に対してその理由を説明し、その

代替措置等について協議し、十分な猶予期間を設けるなどの手続的配慮をす

ることが必要と解するのが相当であるb

これを本件についてみると、前提事実(2)エ③、オ(ｲ)、認定事実(5)イによれ

ば、原告は、補助参加人が平成30年4月12日、同年8月15日及び同年

9月12日に発行した組合ニュースの記事が本件使用目的制限に違反すると

して、補助参加人に対して本件物件の明渡しを求める旨の本件通知をしたこ

とが認められる。 これらの組合ニュースの内容は、いわゆる森友問題や集団

的自衛権に関する閣議決定・安保法制、沖縄県基地移設問題に絡んで当時の

政権を批判するものであり、かかる記事内容は職員の勤務条件や職員の福利

厚生との関連性が乏しく、直ちに職員の勤務条件の維持改善及び職員の福利

厚生の活動に当たるとはいい難く、 これらの組合ニュースが本件物件内で作

成等されたものであるとすると、本件使用目的制限に違反したとみる余地が

ないではない。

もっとも、混合組合である補助参加人において、組合活動に関連して、表

現の自由の範囲において、一定の政治的意見を表明することが全く許容され

ないわけではなく、上記の各記事が各組合ニュースにおいて占める割合が必

ずしも大きくないこと （認定事実(5)イ）、組合事務所の明渡しが組合活動に与

える影響は極めて大きく、組合活動に直接的な支障を生じさせるおそれがあ

ることに鑑みれば、補助参加人が平成30年4月12日、同年8月15日及

び同年9月12日に発行した組合ニュースを本件物件内で作成等したことを
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ア前記第2の3(3)の原告の主張アについて

上記(1)説示のとおり、原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求

めることは補助参加人の弱体化やその運営・活動に対する妨害の効果を持

つものであり、原告はこれを容易に認識し又は認識し得たと考えられるか

ら、支配介入の成立に欠けるところはないというべきである。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

イ前記第2の3(3)の原告の主張イについて

目的外使用許可の取消し （行政処分）の適否と不当労働行為の成否はそ

れぞれ要件を異にしており、別個のものとして峻別されるべきであり、 目

的外使用許可の取消し（行政処分）が適法であったとしても、 これにより

組合間で差別が生じるような場合には、不当労働行為が成立する場合があ

ると考えられる。また、組合事務所である本件物件に係る目的外使用許可

を取り消す場面において、不当労働行為の成立を認めたとしても、常に行

政財産の管理よりも組合活動を優先させることにはならず、原告の行政財

産の管理権限を不当に侵害するものということはできない。

~ したがって、原告の上記主張は採用することができない。

ウ前記第2の3(3)の原告の主張ウについて

別組合も原告総務部基準に違反した機関紙を発行しているが、原告は、

別組合に対し、書面で注意をしたものの、現在まで組合事務所の明渡しを

求めていない（認定事実(7)ウ） というのであるから、補助参加人と別組合

との扱いを異にしているといわざるを得ない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(3) 小括~

以上によれば、原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求めたこと

は、支配介入（労組法7条3号）に当たる。

結論

以上より、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のと

おり判決する。

大阪地方裁判所第5民事部

裁判長裁判官
5

横 田 日
匡ヨ

単．
小凹

５

裁判官 長谷川 武 久
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本件救済命令主文別紙1の1

別紙1の2 本件救済命令の理由（要旨）

1 ‘被申立人は、 申立人が平成31年1月4日付けで申し入れた団体交渉に応じな

ければならない。

2被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

記

年月 日

枚方市職員労働組合

執行委員長市本逸也様

枚方市

市長伏見 隆

当市が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条に該

当する不当労働行為であると認められました。今後、 このような行為を繰り返さな

いようにいたします。

記

(1)平成30年12月27日付けで組合事務所の明渡しを求めたこと (3号該当)。

(2) 貴組合が平成31年1月4日付けで申し入れた団体交渉に応じなかったこと

（2号該当）

以上

1 本件各申立ての手続における争点は、①組合ニュースに関する原告の対応が補

助参加人に対する支配介入に当たるか、②本件不応答が正当な理由のない団体交

渉の拒否に当たるかである｡~

2処分行政庁は、前記①につき、次のとおり判断した。

（1） 原告総務部長らが、組合事務所に架電又は訪問して、補助参加人と具体的に

組合ニュースの記事についてどのようなやりとりをしたのか、具体的な事実の

疎明がなく判然とせず、直ちに原告の対応が支配介入であったとまではいえな

い。

（2） 原告が本件物件の目的外使用許可をするに際して本件使用目的制限を付した

ことや、使用者が使用目的以外の用途に用いたと確認したときに目的外使用許

可の取消手続に入ること自体に問題があるとまではいえないが、補助参加人が

使用目的の範囲内で本件物件を使用しているかの確認に当たって原告が採った

対応や、原告が補助参加人に対して本件物件の明渡しを求めた理由によっては、

不当労働行為となり得る場合がある。

原告は、補助参加人が本件使用目的制限に違反したか否かを確認するに当た

り、組合ニュースの記事の内容から判断するという手法を採りつつ、場合によ

っては補助参加人に対して文書による説明を求めたり、改善要請を行う旨表明

しているが、原告の評価いかんによっては、補助参加人にとって重大な事態と

なる本件物件の退去を求めるに至るのであるから､~原告の対応は、補助参加人

に記事の掲載を萎縮させ、組合活動に直接的な支障を与えることとなりかねず、

必要最小限の手段であるとはいえない。

本件物件（組合事務所）の明渡しは、労働組合の活動や運営に少なからぬ影

響を与える可能性があることから、使用者は労働組合に対して組合事務所の明
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職員会館の目的外使用許可そのものを対象にしたとみることはできず、労働組合

との団体的労使関係に影響を及ぼす事項も含むことから、義務的団交事項に当た

り、正当な理由なく本件申入れに応じなかった原告の対応は、労組法7条2号の

渡しを求めるときは、明渡しによる不利益を与えてもなお明渡しを求めざるを

得ない相当な理由が必要であるところ、原告が本件使用目的制限に違反したと

する組合ニュースの記事の内容は、補助参加人としての意見を表明したもので、

組合ニュース全体の紙面に占める割合等からみても、文書による教宣活動とし

て許容されるべき補助参加人の表現の自由の範囲を逸脱したものとまではいえ

ず、原告が補助参加人に対し、本件物件の明渡しを求めるに足りる相当な理由

があるとはいえない。

~このように、本件通知をした原告の対応は、必要最小限の手続とはいえず、

本件物件の明渡しを求めるに足りる相当な理由もなく、本件物件の明渡しを求

めることで、結果的に組合活動を萎縮・弱体化させるものであり、原告が本件

物件の明渡しを求めたことは、組合活動を萎縮・弱体化させる支配介入に当た

り、労組法7条3号の不当労働行為に該当する。

3処分行政庁は、前記②につき、次のとおり判断した。

地公労法7条ただし書の管理及び運営に属する事項（以下「管理運営事項」 と

いう。） とは、住民の総意によって信託され、法令によってその義務、権限を定め

られた地方公共団体の当局者の責任によって行うもので、具体的には、労働組合

との団体交渉によって決定すべきではないとする趣旨により、団体交渉を行うこ

とができない事項とされているものと解される。

しかし、管理運営事項と職員の労働条件等に関連する事項は、表裏の関係に立

つことが少なくなく、労働者の団結権及び団交権を認めた憲法の趣旨に照らし、

団体的労使関係に関する事項については、管理運営事項そのものでない限り、原

則として義務的団交事項になると解するのが相当である。

補助参加人は、職員会館を昭和46年から50年近く組合事務所として使用し

ているところ、本件各申入事項は、組合事務所である本件物件の明渡しを求めら

れたことにより、今後の補助参加人と原告との団体的労使関係を形作る組合事務

所の在り方や、そのための許可条件について団体交渉を申し入れたものであり、

不当労働行為に該当する。

以上55
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(以下省略）別紙2

本件に関連する法律及び条例一覧

【地方公務員法（抜粋)】

第52条この法律において「職員団体」 とは、職員がその勤務条件の維持改善を

図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。

（中略） ~

3職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若し

~ くは加入しないことができる6ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重

要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直

接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服

務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計

画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任

とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる

監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立って

遂行すべき職務を担当する職員（以下「管理職員等」 という｡） と管理職員等

以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管

理職員等以外の職員とが組織する団体は、 この法律にいう 「職員団体」では

ない。 ~

（以下省略）

第55条地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務

~ 時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活

動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあった場合

においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。

（中略） ~

3 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とする

ことができない。

【労働組合法（抜粋)】

第2条この法律で「労働組合」 とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の

維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団

~ 体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、 この限

りでない。

一役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にあ

る労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項

に接しくそのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員と

しての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使

用者の利益を代表する者の参加を許すもの

（中略）

四主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

第7条使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

（中略）

二使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由が

なくて拒むこと。

三労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくは

これに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理

上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失

うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げ

るものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、

若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対す

る使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

5５
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（中略）

7 交渉は、前二項の規定に適合しないこととなったとき、又は他の職員の

職務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害する

こととなったときは、 これを打ち切ることができる。

（以下省略）

れに私権を設定することができない。

（中略）

7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可す

ることができる。

（中略） ~

9 第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しく

は公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為が

あると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り

消すことができる。

5
Ｆ
Ｄ

【地方公営企業等の労働関係に関する法律（抜粋)】

第4条~職員に関する労働関係については、 この法律の定めるところにより、 この

法律に定のないものについては、労働組合法（昭和24年法律第174号）

（第5条第2項第8号、第7条第1号ただし書、第8条及び第18条の規定

を除く。）及び労働関係調整法（昭和21年法律第25号） （第9条、第18

条、第26条第4項、第30条及び第35条の2から第42条までの規定を

~除く。）の定めるところによる。

第7条第13条第2項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、

団体交渉の対象とし、 これに関し労働協約を締結することができる。ただし、

地方公営企業等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすること

ができない。

一賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項

二昇職降職、転職免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項

三労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

10 10

【枚方市公有財産等の管理に関する規則（抜粋)】

第56条の2

主管部長は､~次の各号-に掲げる場合に限り、地方自治法第238条の4第

~ 7項の規定に基づき市以外の者に行政財産の使用を許可することができる。

（中略）

（4） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

以 一上

15 15

20

【地方自治法（抜粋)】

第238条の4 ‐

行政財産は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、 これを貸し付

け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこ

25

37 38
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